
お し ら せ

〒643-0004　JR湯浅駅前
TEL 0737（63）2929
FAX 0737（63）2950

日本料理

各種御宴会・御法要料理も承ります！

宗派を問わず各種様式に対応します。
式場葬・自宅葬・他家族葬から社葬・団体葬まで承ります。

湯浅町湯浅３１８９
TEL 0737（63）3511
FAX 0737（63）3511

湯浅町湯浅1559-16
JR湯浅駅隣
TEL 0737（64）1666

各各
心をこめてお手伝いさせて頂きます

セレモ湯浅 セレモ斎苑
葬祭式場

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

総
合
セ
ン
タ
ー
・
各
文
化
会
館

教
室
生
徒
募
集

総
合
セ
ン
タ
ー　

☎
６
３
・
４
１
５
２

次
の
教
室
に
つ
い
て
、
生
徒
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
総
合
セ
ン
タ
ー　

☎
６
３
・
４
１
５
２

〇
生
花
教
室
：
第
３
水
曜
日　

19
時
〜

〇
民
踊
教
室
：
毎
週
水
曜
日　

19
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　

毎
週
木
曜
日　

13
時
〜

〇
読
み
書
き
教
室
：
第
２
・
４
木
曜
日

　
　
　
　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜

〇
男
の
料
理
教
室
：
５
月
〜
10
月

　
　
　
　
　
　
　
　

第
４
日
曜
日（
年
６
回
）

　
　
　
　
　
　
　
　

10
時
30
分
〜

◆
宮
西
文
化
会
館　

☎
６
３
・
５
７
６
１

〇
茶
道
教
室
：
第
１
・
３
金
曜
日　

19
時
〜

〇
編
物
教
室
：
第
２
・
４
金
曜
日　

　
　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜

◆
横
田
文
化
会
館　

☎
６
３
・
６
０
８
５

〇
手
芸
教
室
：
第
１
・
３
水
曜
日　

　
　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜

〇
陶
芸
教
室
：
第
２
水
曜
日　

13
時
30
分
〜

〇
生
花
教
室
：
第
４
火
曜
日　

13
時
30
分
〜

◆
野
下
出
水
文
化
会
館
☎
６
３
・
６
３
１
５

〇
料
理
教
室
：
第
２
土
曜
日　

10
時
30
分
〜

〇
健
美
操
教
室
：
第
２
・
４
金
曜
日

　
　
　
　
　
　
　

20
時
〜

防
衛
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部

有
田
募
集
案
内
所　

☎
８
２
・
６
６
３
１

募
集
種
目　

一
般
幹
部
候
補
生

受
付
期
間

３
月
１
日
（
火
）
〜
５
月
６
日
（
金
）

統
計
調
査
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

ま
ち
づ
く
り
企
画
課
☎
６
４
・
１
１
１
２

町
で
は
、
国
が
実
施
す
る
各
種
統
計
調
査
の

調
査
活
動
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
く
統
計
調
査
員

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

◆
応
募
要
件

○
町
内
在
住
の
満
20
歳
以
上
の
方

○
責
任
を
持
っ
て
調
査
員
の
仕
事
を
行
え
る
方

○
秘
密
の
保
護
に
関
し
て
徹
底
で
き
る
方

○
税
務
、
警
察
、
選
挙
に
直
接
関
係
の
な
い
方

◆
仕
事
内
容

○
事
務
打
合
せ
会
へ
の
出
席

○
調
査
地
域
の
確
認

○
調
査
票
の
配
布
と
回
収

○
調
査
書
類
の
点
検
と
提
出
な
ど

◆
そ
の
他

○
任
命
期
間
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
連
絡

し
ま
す
。

○
調
査
期
間
中
は
非
常
勤
の

公
務
員
と
な
り
ま
す
。

○
調
査
活
動
の
対
価
と
し
て

報
酬
を
支
払
い
ま
す
。

詳
し
く
は
ま
ち
づ
く
り
企
画
課
ま
で

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
及
び
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

税
務
課　

課
税
係　

☎
６
４
・
１
１
０
６

平
成
28
年
度
固
定
資
産
税
に
か
か
る
土
地
価

格
等
縦
覧
帳
簿
及
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
を
、
次
の
と
お
り
関
係
者
に
行
い
ま
す
。

◆
期
間
：
４
月
１
日（
金
）〜
５
月
31
日（
火
）

　
　
　
　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
　
　
　

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

◆
場
所
：
税
務
課

応
募
資
格
（
年
齢
）

平
成
28
年
４
月
１
日
現
在
、
20
歳
以
上
26
歳

未
満
の
者

（
22
歳
未
満
の
者
は
大
卒
、
修
士
の
学
位
を

受
け
た
者
は
28
歳
未
満
ま
で
）

※
応
募
資
格
そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問

い
合
せ
下
さ
い
。

「
低
所
得
の
高
齢
者
向
け
の
年

金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給

付
金
」
に
つ
い
て

健
康
福
祉
課
福
祉
係 

☎
６
４
・
１
１
２
０

■
支
給
対
象
者

◇
平
成
27
年
度
の
臨
時
福
祉
給
付
金
支
給
対
象

者
の
う
ち
、
平
成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
と

な
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
27
年
度
の
町
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方

（
平
成
26
年
中
の
所
得
を
申
告
し
て
い
る
方
）

※
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税
さ
れ
て
い

る
場
合
や
、生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
と
な

っ
て
い
る
場
合
な
ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

■
給
付
額

◇
給
付
対
象
者
ひ
と
り
に
つ
き
３
万
円

※
給
付
金
の
申
請
受
付
は
、
５
月
頃
を
予
定
し

て
お
り
ま
す
。
（
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
受

給
者
の
方
の
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
に
つ
い
て
は
、
申
請
受
付
は
８
月
頃

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
）

※
給
付
を
装
っ
た
「
振
り
込
め
詐
欺
」
や
「
個

人
情
報
の
詐
取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
町

や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
）
。

詳
し
い
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
広
報

や
対
象
者
の
方
へ
の
通
知
な
ど
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。
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お し ら せ

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

水
道
事
務
所　

☎
６
２
・
４
１
７
１

検
針
を
正
確
に
行
う
た
め
、
水
道
メ
ー
タ
ー

の
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
は
物
を
置
か
ず
、
内
部
は

い
つ
も
き
れ
い
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
検
針
員
の
た
め
に
、
犬
は
放
し
飼
い
に

し
な
い
で
出
入
口
や
水
道
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

か
ら
離
し
て
つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。　
　
　
　

　

　

　

　

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
課
徴
収
係　

☎
６
４
・
１
１
０
６

●
災
害
や
病
気
等
に
よ
り
、
納
税
が
困
難
な
状

態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
納
期
限
前

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
税
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
の
手
続

き
は
、
希
望
す
る
金
融
機
関
の
窓
口
で
お
願

い
し
ま
す
。
手
続
き
に
時
間
を
要
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
早
く
申
請
を

す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

紀
勢
本
線
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

紀
勢
本
線
活
性
化
促
進
協
議
会

電
車
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
の
方
ま
で
誰
も

が
利
用
し
や
す
く
、
特
に
車
を
運
転
し
な
い
人

に
と
っ
て
は
、
無
く
て
は
な
ら
な
い
大
切
な
交

通
手
段
で
す
。

紀
勢
本
線
活
性
化
促
進
協
議
会
加
盟
の
市
町

村
で
は
様
々
な
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
旅

行
な
ど
で
お
出
か
け
の
際
に
は
◇
渋
滞
な
し
で

時
間
に
正
確
◇
安
全
性
が
高
い
◇
地
球
環
境
へ

の
影
響
が
少
な
い
と
い
っ
た
利
点
の
多
い
電
車

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

有田郡湯浅町 1671-1

TEL（0737）63-1131

FAX（0737）62-2112

湯浅工場 有田郡有田川町天満 38

TEL（0737）52-2002

FAX（0737）52-7190

吉備工場

学
生
納
付
特
例
の
申
請
に
つ
い
て

和
歌
山
西
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課　

☎
０
７
３
・
４
４
７
・
１
６
８
８

前
年
度
か
ら
継
続
し
て
学
生
納
付
特
例
を
希

望
す
る
場
合
、
４
月
以
降
に
今
年
度
分
の
申
請

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
日
本
年
金
機
構
か
ら
ハ

ガ
キ
形
式
の
申
請
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
返
送
す
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
は
、
学
生
証
等
の
添

付
は
不
要
で
す
。

ま
た
、
引
き
続
き
学
生
で
あ
る
も
の
の
、
平

成
28
年
度
か
ら
は
保
険
料
の
納
付
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
ハ
ガ
キ
の
返
送
を
行
わ
ず
、
年
金

事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
学
生
納
付
特
例
を
希
望
す
る
も
の

の
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
の
申
請
書
が
送
ら
れ

て
い
な
い
方
（
学
校
が
か
わ
る
場
合
、
在
学
予

定
が
延
び
た
場
合
等
）
は
、
年
金
手
帳
と
、
在

学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
を
お
持
ち
に
な
っ

て
、
役
場
窓
口
に
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
皆
様

へ
出
張
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

（
公
財
）
わ
か
や
ま
産
業
振
興
財
団

「
和
歌
山
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」

☎
０
７
３
・
４
３
３
・
３
１
０
０

和
歌
山
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
で
は
、
中
小
企

業
・
小
規
模
事
業
者
の
方
々
の
、
売
上
拡
大
・

資
金
繰
り
・
創
業
な
ど
の
経
営
上
の
様
々
な
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相
談
無
料
。
予
約
優

先
。
事
前
予
約
頂
け
ま
す
。
く
わ
し
く
は
わ
か

や
ま
産
業
振
興
財
団
ま
で
。

◆
出
張
日　

有
田
振
興
局　

第
１
、
第
３
木
曜
日

　
　
　
　
　

９
時
30
分
〜
17
時
15
分

国
税
職
員
募
集
の
お
知
ら
せ

（
大
阪
国
税
局
・
湯
浅
税
務
署
）

平
成
28
年
度
国
税
専
門
官
採
用
試
験
住
民

大
阪
国
税
局
人
事
第
二
課
（
試
験
係
）

☎
０
６
・
６
９
４
１
・
５
３
３
１

湯
浅
税
務
署
総
務
課 

☎
６
３
・
５
３
５
１

受
験
資
格

１　

昭
和
61
年
４
月
２
日
〜
平
成
７
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
者

２　

平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
者

で
次
に
掲
げ
る
者

①
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成
29
年
３
月
ま

で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が

あ
る
と
認
め
る
者

申
込
受
付
期
間

平
成
28
年
４
月
１
日
（
金
）
〜

４
月
13
日
（
水
）

原
則
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

http://www.jinji

‐shiken.go.jp/juken.html

試 

験 

日

第
１
次
試
験　

５
月
29
日
（
日
）　

第
２
次
試
験　

７
月
12
日
（
火
）
〜

７
月
20
日
（
水
）

合
格
者
発
表
日

第
１
次
試
験
合
格
者
発
表
日

平
成
28
年
６
月
28
日
（
火
） 

９
時

最
終
合
格
者
発
表
日　
　
　
　
　

平
成
28
年
８
月
22
日
（
月
） 

９
時

採
用
に
関
す
る
情
報
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（http://w

w
w
.nta.go.jp

）
「
採

用
案
内
」
で

広告募集
本町では地域経済の活性化及び財源確保
のため、広告事業を実施しています。
※掲載を希望される方は、まちづくり企画課

☎６４－１１１２
までお問い合わせください。
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